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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支基に対して回転可能に連結されたリンク部材と、当該リンク部材に対して回転可能に連
結された背もたれフレームと、前記リンク部材および背もたれフレームに設けられた孔部
に挿抜されるピンとを有し、当該ピンを前記両孔部に挿入することにより前記リンク部材
および背もたれフレームを一体として回転させ、前記ピンをいずれか一方の孔部から抜く
ことにより前記背もたれフレームを独立して回転させることを特徴とする椅子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、椅子の構造に関するものであり、例えば、オフィスなどにおける作業に適した
椅子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来からオフィスなどで使用される椅子として、背もたれ部全体を後方に傾斜させるよう
にしたものが存在している。このような椅子では、背もたれ部を後方に傾斜させる場合、
座席下に設けられたレバーを解除して背もたれ部を後方に押し、所望の位置でそのレバー
を戻してその背もたれ部の傾斜角度を固定するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】



(2) JP 4674952 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

ところが、このような椅子では、背もたれ部全体を後方に傾斜させるようにしているため
、リフレッシュなどをするために背伸びをする場合や、前向き姿勢を保ったまま肩を回し
て背後の荷物を取るような場合、背もたれ部の上部が固定されているのでその動きが拘束
されてしまうという問題を有していた。
【０００４】
そこで、本発明は上記問題を解決するために、着座者の腰から上部を自由に動かせるよう
にした椅子を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
すなわち、本発明の椅子は上記課題を解決するために、支基に対して回転可能に設けられ
たリンク部材と、当該リンク部材に対して回転可能に連結された背もたれフレームと、前
記リンク部材および背もたれフレームに設けられた孔部に挿抜されるピンとを有し、当該
ピンを前記両孔部に挿入することにより前記リンク部材および背もたれフレームを一体と
して回転させ、前記ピンをいずれか一方の孔部から抜くことにより前記背もたれフレーム
を独立して回転させることを特徴としたものである。
【０００６】
このように構成すれば、ピンを挿入することによってリンク部材とともに背もたれ部全体
を一体として後傾させることができ、また、ピンを抜くことによってリンク部材とは独立
して背もたれ部の上部を相対的に後傾させることができる。これによって、体全体を伸ば
して全身をリラックスさせることができるとともに、背骨を逆方向に曲げて着座者をリフ
レッシュさせることもできる。なお、背もたれ部の上部を後傾させる方法としては、背も
たれ部の下部を立位に保ったまま背もたれ部の上部を後傾させる方法や、背もたれ部全体
を後傾させた状態から更に背もたれ部の上部のみを後傾させるようにすることもできる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施
の形態を示す椅子１の要部を示す斜視図である。この椅子１は、ベース脚２に取り付けら
れた支基３と、この支基３に設けられたリンク６および本発明のリンク部材を構成するリ
ンク７を設け、更にこのリンク６およびリンク７に取り付けられた着座部を構成する着座
フレーム４、および、この着座フレーム４の後方に設けられた背もたれフレーム５とを設
けたものである。また、支基３に対してこの着座フレーム４および背もたれフレーム５を
傾ける際に弾性力を付与するためのガスシリンダ９を設け、これ以外に適宜カバーやクッ
ションなどを取り付けて構成するようにしている。
【０００８】
この支基３は、逆三角形状のアルミ部材などで構成したものであり、その下側をベース脚
２に取り付けるとともに、その斜辺の先端部分に軸６１を介してリンク６を取り付けたも
のである。このリンク６は、着座フレーム４の一部を構成する前フレーム４０の両側およ
び軸６１とによって回転しながら動くように構成したものである。また、ベース脚２の斜
辺略中央部分には、トーションバー７２を設け、この延長方向にある軸７１にリンク７の
一端を固定するとともに、リンク７の他端についても着座フレーム４の後部フレーム４１
から延びる軸８に回転可能に取り付けている。なお、このトーションバー７２は、バネ部
材によって軸７１に回転力を与えるようにしたものであり、常時このバネの力によってリ
ンク７の軸８側を椅子１の前方側（Ｂ側）に回転させるようにしている。
【０００９】
また、このリンク７には、その略中間位置に貫通孔７０を設けてピン７０ａを貫通させる
ようにしており、座席下部に設けられたレバー７０ｂを操作して両側のピン７０ａを同時
に挿抜できるようにしている。このピン７０ａは、レバー７０ｂから延びるワイヤを引く
ことなどによってリンク７の内側方向に抜けるようにしており、このワイヤを戻すことに
よって図示しないバネなどを用いてピン７０ａを貫通させるように構成している。なお、
このピン７０ａの挿抜は、これ以外に適宜カムなどを用いて行うようにしてもよい。
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【００１０】
このリンク７の上端側に設けられている軸８は、リンク７を挟んで背もたれ下部フレーム
５０と背もたれ上部フレーム５５を回転可能に取り付けるようにしている。この背もたれ
下部フレーム５０は、リンク７の略延長方向上に延びる坐骨対応フレーム５１と、この坐
骨対応フレーム５１から略直角上方に延びる腰骨対応フレーム５２とを備え、さらに、こ
の腰骨対応フレーム５２の先端部分にも、椅子１の背後側（Ａ側）に向けて円弧状に湾曲
した湾曲部５２ａを設けるようにして腰骨近辺の接触感を良くするようにしている。
【００１１】
また、坐骨対応フレーム５１の下端には、図２に示すように突出片５３と、この突出片５
３を昇降させるための昇降機構５４を設けており、この昇降機構５４を構成する支持台７
３上に設けられたウォームギア５４ａを回転させて、昇降片５４ｂを昇降させるようにし
ている。そして、この背もたれ下部フレーム５０に適宜バネなどを用いてＡ方向に回転力
を付与し、この回転力によって突出片５３を常時昇降片５４ｂに接触させて背もたれ下部
フレーム５０を動かないようにしている。
【００１２】
一方、軸８の両外側に取り付けられている背もたれ上部フレーム５５は、その下端にピン
７０ａの貫通孔７０ｃを設け、この貫通孔７０ｃにピン７０ａを貫通させることによって
、リンク７の下端軸７１を中心として背もたれ上部フレーム５５を全体として回転できる
ようにしたものである。この背もたれ上部フレーム５５は、背もたれ下部フレーム５０と
同様に、その下部を屈曲させて構成するとともに、図示しないバネなどを設けてこのフレ
ームに常時Ｂ方向の力を付与し、更に、この屈曲部分から背もたれ下部フレーム５０の後
方を通って湾曲させた部分の上方で着座者の肩近傍を支持できるようにしている。
【００１３】
なお、このように構成された背もたれ下部フレーム５０と背もたれ上部フレーム５５には
、互いの自由端側が向かい合うような図示しない片持梁状の弾性片を取り付け、更に、図
３から図５に示すように、この弾性片を包むような張り地を取り付けて背もたれ部に対す
る身体接触面を構成するようにしている。
【００１４】
次に、このように構成された椅子の背もたれ状態を切り替える場合について説明する。ま
ず、背もたれ下部フレーム５０と着座フレーム４とを立位にした状態（図３）（すなわち
、着座していない状態でガススプリングをフリーにした状態）で背もたれ上部フレーム５
５のみを後傾させる第一の状態（図４）にしたい場合は、図３に示すように、背もたれフ
レーム５に荷重をかけていない立位の状態でレバー７０ｂを一方向に切り替えてピン７０
ａを貫通穴７０ｃから抜くとともに、ガスシリンダ９の軸の動きを固定して、着座フレー
ム４と背もたれ下部フレーム５０を固定する。このようにすることによって、図４に示す
ように、背もたれ上部フレーム５５のみがリンク７の上端の軸８を中心としてＡ側に回転
できるようになり、背もたれ下部フレーム５０に対して背もたれ上部フレーム５５が後傾
するようになる。
【００１５】
また、背もたれ下部フレーム５０と背もたれ上部フレーム５５を一体としてＡ方向に後傾
させ、更に、着座フレーム４もこれに連動させる第二の状態（図５）にしたい場合は、立
位の状態（図２）、すなわち着座者が背もたれフレーム５に荷重をかけていない状態で貫
通孔７０と貫通孔７０ｃを位置合わせし、レバー７０ｂを切り替えてピン７０ａを貫通孔
７０、７０ｃに貫通させる。そして、これとともにガスシリンダ９の固定状態を解除して
着座フレーム４や背もたれフレーム５の動きを自由にする。これによって、背もたれ上部
フレーム５５は、挿入されたピン７０ａと軸８とによってリンク７と一体として連結され
、リンク７の下端の軸７１を中心として大きく回転できるようになる。更に、背もたれ下
部フレーム５０も同様にリンク７にネジ固定された状態で軸７１を中心としてＡ方向に大
きく回転できるようになり、更に、この回転動作に連動して、着座フレーム４もリンク６
およびリンク７によって後方へ移動しながら傾斜するようになる。
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【００１６】
このように、本発明の実施の形態によれば、背もたれ上部フレーム５５とこの背もたれ上
部フレーム５５の下方延長方向に設けられたリンク７の両方に設けられた貫通孔７０、７
０ｃにピン７０ａを挿入し、これによって、支基３に設けられた軸７１を中心として背も
たれ上部フレーム５５とリンク７を後傾させる第二の状態（図５）を構成する。また、ピ
ン７０ａを抜くことによって背もたれ下部フレーム５０を固定した状態で背もたれ上部フ
レーム５５のみを軸８を中心に後傾させうる第一の状態（図４）を構成するようにしたの
で、背もたれ部全体を伸ばすことによって体全体をリラックスさせることができるととも
に、背もたれ部の上部を相対的に後傾させることで背骨を逆方向に曲げることもできる。
【００１７】
なお、本実施の形態においては、昇降機構５４を用いて背もたれ下部フレーム５０も動か
せるようにしているが、この背もたれ下部フレーム５０を着座フレーム４に一体として固
定するようにしてもよい。また、本実施の形態においては、立位の状態でのみ第一と第二
の状態を切り替える場合について説明したが、これに限らず、任意の後傾角度でガスシリ
ンダ９を固定し、その位置でピン７０ａを抜いて更に背もたれ上部フレーム５５を後傾さ
せるようにしてもよい。また、背もたれ下部フレーム５０の後傾角度に応じて背もたれ上
部フレーム５０の後傾角度を減少させるように変化させてもよい。
【００１８】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に記載されるような効果を奏する。
【００１９】
すなわち本発明の椅子は、支基に対して回転可能に連結されたリンク部材と、当該リンク
部材に対して回転可能に連結された背もたれフレームと、前記リンク部材および背もたれ
フレームに設けられた孔部に挿抜されるピンとを有し、当該ピンを前記両孔部に挿入する
ことにより前記リンク部材および背もたれフレームを一体として回転させ、前記ピンをい
ずれか一方の孔部から抜くことにより前記背もたれフレームを独立して回転させるように
したので、背もたれ部全体を後傾させて体全体をリラックスさせることができるとともに
、背もたれ部の上部を相対的に後傾させることで、背骨を逆方向に曲げて着座者をリフレ
ッシュさせることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示す椅子の要部を示す斜視図。
【図２】図１におけるＸ－Ｘ断面の要部を示す図。
【図３】本発明の一実施の形態を示す椅子の立位状態を示す側面図。
【図４】本発明の一実施の形態を示す椅子の第一の状態を示す側面図。
【図５】本発明の一実施の形態を示す椅子の第二の状態を示す側面図。
【符号の説明】
１・・・椅子
４・・・着座フレーム
５・・・背もたれフレーム
７・・・リンク部材（リンク）
８・・・軸
５０・・・背もたれ下部フレーム
５５・・・背もたれ上部フレーム
７０ａ・・・ピン
７０ｂ・・・レバー
７０、７０ｃ・・・孔部（貫通孔）
７１・・・軸
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